
障害者自立支援法菓の概要   

障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理  

念にのつとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供  

されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供す  

る仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援  

事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健  

福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。  

1障害者自立支援法による改革のねらい  

t時事者の福祉サービスを「一元化」  

（サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類（身体障害、知的障害、精神障害）にか   

かわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。）   

2障害者がもっと「働ける社会」に  

（一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者   

が企業等で働けるよう、福祉側から支援。）   

3地域の限られた社会資 源を活用できるよう「規制緩和」  

（市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが   

利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。）   

4や平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化1  
（支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準   

を透明化、明確化する。）   

5増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化   

（1）利用したサービスの圭や所得に応じた「公平な負担」  

（障害者が福祉サービえ等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量   
等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。）  

（2）国の「財政責任の明確化」  

（福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含   

め、国が義務的に負担する仕組みに改める。）   



2 法案の概要   

（り 給付の対象者   

・身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児   

（2）給付の内容   

・ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費及び自立訓練（リハビリ  

等）、就労移行支援等の訓練等給付費（障害福祉サービス）   
・心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療（公費負担医療） 等   

（3）給付の手続き   

・給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等  

の支給決定等を受ける必要があること。   
・障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判  

定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。   
・障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給  

すること。（残りは利用者の負担。弄り用者が負担することとなる額については、所得等に応じ  

て上限を設ける。）   

（4）地域生活支援草葉   

・市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業（相談支援、移動支援、日  
常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等）に関すること。   

（5）辞書福祉計画   

・国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支  

援事業等の提供体制の確保に関する計画（障害福祉計画）を定めること。   

（6）費用負担   

・市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁すること。   
・都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の四分の－を負担すること。   
■ 国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の－を負担すること。   

・その他地域生活支援事業に要する費用に対する補助に関する事項等を定めること。   

（7）その他   

・附則において施行後三年を目途として障害者等の範囲を含めた検討を行う規定を設ける。   

・附則において就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検  

討を行う規定を設ける。   
・附則において利用者負担を含む経過措置を設ける。   
・附則において精神保健福祉法をはじめとする関係法律について所要の改正を行う。   

3 施行期日  

○新たな利用手続き、在宅福祉サービスに係る国等の負担（義務的負担化）に関する事項、  
福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しに関する事項等 平成18年4月1日  

○新たな施設・事業体系への移行に関する事項等 平成18年10月1日  
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厚生労働省   
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ホームヘルプサービス実施市町村数  
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在宅サ間ビス予算の状況  
単位：円  

16年度   坦年度  
人口1万人対支給決定者数  

（介護保険は65歳以上人口対要介護者数）  

∴  

北育岩音秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈相島島同広山懐香愛高福佐長熊大宮鹿沖  
海森手城田形島城木馬玉葉京奈潟山川井梨野阜岡知重賀都坂庫良款取樋山烏口島川媛知岡賀崎本分崎児縄  
道県県県県県県県県県県県都川県県県県県県県県県県県府府県県山県県県県県県県県県県県県県県県鳥県  

2   
（障害福祉サービスの予算 3，738億円（平成17年度予算）→4，143億円（平成18年度概算要求）＋10．8％増）  





利用者負担に関するきめ細かな配慮（福祉サービス）  

呈  
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／〆 
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さらにきめ細かな配慮措置   
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ケース1グループホームから適所施設に通う場合（月22日更生施設に適所（事績，4．9万円）、グループホーム（事業兼‥6．絹円）） 

見直し後  
見直し前  

計   定率負担額（負担率） 食費実貴負担額■  

課税  

26，500円   35，800円  
（年収560万円★★）  

21，500円  ＋  14・300円   

35，800円  21，500円（10％）  14，300円  
障害基礎年金1級受給  

（月8．3万円）   
0円  1  1  

29，300円  15，000（7％）  
障害基礎年金2級受給  

（月6．6万円）   

ケース2 知的障害者入所更生施設に入所する場合（20歳以上）（事業費＝23万円）  

見直し後  
見直し前  

計   定率負担額（負担率） 食費等実費負担額  

課税  

（年収560万円★★）   
53，000円   81，000円  23，000円   ＋  58，000円  

81，000円  23，000円（10％）  58－000円  
障害基礎年金1級受給  

49，800円  
（月8．3万円）  1  

1  ＋  1  

55，000円  46，500円  

73，000円  15，000円（7％）  58・000円  
障害基礎年金2級受給  

39，800円  l  
（月6．6万円）  

1  

41，000円  41・000円  

★個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定  
食費等軽減措置  

★★平均的勤労者の年収（厚生年金男子被保険者の     （36．。万。）を年収に換乱たもの）  6  



ケース3 自宅から適所施設に通う場合月22日更生触に通う場合事業費：14．g万円） l  
見直し後  

見宿し‾】        旦 Rり   

計  定率負担額（負担率） 食費実費負担額  

課税  

（年収560万円★★）   
26，500円   29，200円  14．300円  14，900円  

29，200円  14，900円（10％）  14，300円  
障害基礎年金1級受給  

（月8．3万円）   
0円  

7，500円（5％）  5．100円  

14，900円（10％） 14，300円  
障害基礎年金2級受給  

（月6．6万円）   
0円  5. 1  

7・500円（5％）  5・100円  

ケース4 ホームヘルプ（月125時間）利用する場合 日常生活支援（事業費：22万円）  

見直し前   見直し後  

課税  

（年収560万円★★）   
4，600円   22．000円  

22，000円（10％）  
障害基礎年金1級受給  

（月8．3万円）   
0円  

12，3（6％，  

22，000円（10％）  
障害基礎年金2級受給  

（月6．6万円）   
0円  

7，500円（3％）  

★個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。  

加平均的勤労者の年収（厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額のH15実績見込み（36．0万円）を年収に換算したもの）  7   



★個別減免■社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。  
★★平均的勤労者の年収（厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額のH15実績見込み（36．0万円）を年収に換算したもの）   



利用者負担への配慮（公責負担医療）  
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概要  象者、自己負担   

1．対象者：従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者であって一定所得未満の者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり）  

2・給付水準：自己負担については1割負担（四部分）。  

ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費（標準負担額）については自己負担。  

3．負担の上限鏡を設定する際に勘案する「世帯」の範囲は、医療保険単位（異なる医療保険に加入する家族は別の「世帯」として扱う）。  

※ ① 当面の重度かつ継続の範囲  

・疾病、症状等から対象となる者  
精神・・‥・・  

更生・育成・t・  
統合失調症、操うつ病（狭義）、難治性てんかん  
腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害  

・疾病等に関わらず、高額な責用負担が継続することから対象となる者  
精神・更生・育成・・医療保険の多数該当の者  

② 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。  10   



ケース1（精神通院）綺合失調症（「重度かつ継続」に該当）のため、デイケア等を利用している  
事例（月轍医療費約15万円）  

見直し前   見直し後  

一定所得以上  

（所得税額30万円以上）  
7，500円   15，000円（10％）（※）   

所得税課税   15，000円（10％）  

（所得税額  7，500円  
30万円未満）  巴 10，000円（7％）  

住民税課税  

15，000円（10射 
I  

所得税  

非課税   
7，500円   

5，000円（3％）   

障害基礎  

年金1級  7．500円   5．000円（3％）  
（低所得2）  

住民税  

非課税  
障軍基礎  

年金2級  7，500円   2，500円（2％）   
（低所得1）  

※ 一定所得以上の方は、「重度かつ継続」に該当する場合に自立支援医療の対象（経過措置）  
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ケース2（更生医療）小腸機能障害（「重度かつ継続」に該当）（※1）で中心静脈栄養を受けている  

事例（月額医療費約22万円）  

見直し前   見直し後  

22，000円（10％）   
一定所得以上  

（所得税額30万円以上）  
26，150円～健康保険の規定通り  

20，000円（9％）（－≡・2）   

所得税課税  
22，000円（10％）   

（所得税額  3，450円～22，000円  
30万円未満）  10・000円（5％） 

住民税課税  
重度力      つ継続」  

22，000円（10％）   
所得税  
非課税   2，250円～2，900円  

5，000円（2％）  

障害基礎  

年金1級  0円   5，000円（2％）  
（低所得2）  

住民税  

非課税  
障害基礎  

年金2級  0円   2，500円（1％）   
（低所得1）  

※1小腸大量切除又は小腸疾患により小腸の栄養吸収機能が低下し、中心静脈栄養による栄養補助を要する症状  

※2経過措置（一定所得以上の方であっても、「重度かつ継続」に該当する場合は、自立支援医療の対象）による額。  
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ケース3（育成医療）心室中隔欠損・大動脈縮窄症（大動脈縮窄症手術）のため入院治療を受けて  

いる事例 （月額医療責約300万円）  

見直し後  
見直し前  

定率負担額  食費標準負担額   

一定所得以上  
52，300円～  

165，100円（医療保険の負担上限掛  ＋  780円×日数  （所得税額30万円  
相当以上）  健康保険の規定通り  

6，900円  
99．890円（医療保険の負担上限額）   

所得税課税  

～44，000円  
1  ＋  780円×日数  

（所得税額  

30万円相当  
40．200円  

未満）  育成医療の経過措置  
住民税課‡、  

所得税  4，500円  
99．890円（医療保険の負担上限痕）  

非課税  ～5，800円  
1  ＋  780円×日数  

10，000円  

育成医療の経過措置  

障害基礎  

年金1級  2，200円  5，000円  ＋ 650円×日数  

住民税  
（低所得2）  

非課税  
障害基礎  

（※）  

年金2級  
2，200円   

2，500円  
（低所得1）  

＋ 650円×日数  

（※）育成医療を受ける障害児の保護者が障害基礎年金受給者である場合。  
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［二重コ   




